
■新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失
業で生活資金にお悩みの皆さまへ緊急貸付に関す
るご案内
■キラ玉体操応援団フォローアップ研修
■新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
のご案内
■善意の寄附のご紹介
■成年後見制度のお話
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（介護予防活動支援員）
キラ玉体操応援団フォローアップ研修
　「介護予防活動支援員養成講座」を受講された方、通いの場で地域サポーターとして活動されている方向けのフォ
ローアップ研修（全３回）を開催いたします。この研修では、公民館活動の重要性やキラ玉体操（５種類）の動きを学ぶ
ことができ、通いの場の活動がより活発になることを目的にしています。皆さまのご参加をお持ちしております。
※昨年度実施の「介護予防活動支援員養成講座」を受講された方を「介護予防活動支援員」とさせていただいており
ましたが、本年度より「キラ玉体操応援団」と名称が変更になりました。

◆日　時：第１回　令和３年　８月１９日（木）１０：００～１２：００
◆会　場：横島総合保健福祉センターゆとり～む多目的ホール（玉名市横島町横島３９２３番地）
◆対象者：・通いの場の地域サポーター
　　　　　・昨年度実施の「介護予防活動支援員養成講座」を受講された方
◆講　師：株式会社ともいきLabo　代表取締役
　　　　　熊本県理学療法士協会　政策企画室室長　北尾 昌平 氏
◆内　容：・キラ玉体操応援団活動予定説明
　　　　　・キラ玉体操の動きの確認（つこけん体操）
　　　　　・意見交換会　等
◆申　込：第１回フォローアップ研修のお申し込みは、郵送済みの受講申込書にご記入

のうえ、玉名市包括支援センターまでＦＡＸまたはご提出をお願いします。　　　　
　　　　　申込期限：令和３年８月13日（金）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、人数を減らして開催します。（定員40名）
　各通いの場の地域サポーターは、３名までのご参加でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症の影響等により変更の可能性もあります。ご了承ください。
※各回その都度のお申し込みになります。
★ご自宅で検温され、必ずマスクの着用でのご参加をお願いします。
★キラリかがやけ玉名体操集(カラー冊子) 、筆記用具、水分補給用の飲み物、
　タオルをご持参ください。また、動きやすい格好でご参加ください。

フォローアップ
研修は、全３回を
予定しています！

玉名市包括支援センター　生活支援コーディネーター　中 山 
　玉名市岩崎８８番地４　TEL ７１－０２８５　FAX ７１－０３６０

お申込み・お問合せ先

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で、生活資金にお悩みの
皆さまへ緊急貸付に関するご案内

緊急小口資金
●貸付上限額 20万円以内
●据置期間 １年以内
●償還期限 ２年以内

総合支援資金
●貸付上限額
　2人以上世帯 月20万円以内
　単身世帯 月15万円以内
　貸付期間 原則 3か月以内
●据置期間 1年以内
●償還期限 10年以内

〒865-0016 玉名市岩崎88-4玉名市福祉センター内
社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会 地域福祉課まで　TEL 71-0080　FAX 72-0846お問合せ先・郵送先

受付期間 令和3年8月末まで

■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少
や失業等により、緊急かつ一時的な生計維持のための資金を必
要とする世帯

■貸付利子／無利子　　■保証人／不要
■借入申込みに必要なもの
　①世帯全員と続柄が記載された住民票(発行3カ月以内)
　②身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカー

ド、健康保険証 等)
　③申込者の預金通帳及び印鑑
　④収入が減少・失業したことが確認できる書類
　　失業の場合･･･雇用保険受給者証、源泉徴収票、離職

票、退職辞令等の写し
　　廃業の場合･･･個人事業の廃業届出の写し
　　減収の場合･･･収入が減少したことがわかる書類の写し
■借入申込方法
　①窓口での借入申込　　必要書類をご準備のうえ、玉名

市社会福祉協議会の窓口へお越しください。
　　〇相談申込受付時間：午前10時～午後４時（土日祝日

を除く）
　②郵送による借入申込
　　熊本県社会福祉協議会ホームページ
　 （www.fukushi-kumamoto.or.jp/）から関係書類を

入手のうえ、必要な書類をご用意いただき、玉名市社
会福祉協議会へ郵送してください。

※新型コロナウイルスの影響で内定が取り消された方は対象ではありません。

第２回 11/18
第３回  2 /24



－P３－

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
～緊急小口資金などの特例貸し付けを利用できない人へ～

次のいずれかに該当し、
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯／８月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

さらに以下の全てを満たしている世帯
■収入が、 ①＋②の合計額を超えないこと
　①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
　②生活保護の住宅扶助基準額
■資産が、上記①の６倍以下（ただし100万円以下）

■今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
　●  公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
　　・月１回以上、自立相談支援機関の面接などを受ける。
　　・月２回以上、公共職業安定所で職業相談などを受ける。
　　・原則週１回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける。
　●  就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、
　　生活保護の申請を行うこと

■月額　単身世帯：６万円　２人世帯：８万円　３人以上世帯： 10万円
■最大３か月（月々支給）

お問合わせ
〇くらしサポートホットライン　TEL 75-1502（玉名市役所くらしサポート課）
 ［受付時間］平日 8:30 ～ 17:15
〇厚生労働省コールセンター　TEL 0120-46-8030 ［受付時間］平日 9:00 ～ 17:00

支給対象世帯

支給額・支給期間

■申請書類を記入し、玉名市くらしサポート課の窓口へ持参または郵送で提出してください。
■申請書に必要な書類は、玉名市のホームページをご覧ください。

手続き方法（申請期間7/1～8/31）

「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を装った、
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください！！

要件

収入要件

資産要件

単身世帯

111,000円

468,000円

155,000円

690,000円

183,000円

840,000円

218,000円

1,000,000円

252,000円

1,000,000円

288,000円

1,000,000円

326,000円

1,000,000円

359,000円

1,000,000円

２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 ６人世帯 ７人世帯 ８人世帯
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◆相 談 日　毎月第３木曜日
◆相談時間　14：00～16：00（1組 30分）
◆場　　所　玉名市福祉センター
◆申 込 み　事前予約制（相談日の前日正午まで）
　　　　　　玉名市社会福祉協議会　TEL71-0080
　　　　　　※玉名市に居住する方が対象です。
　　　　　　※相談回数は年度内 1回のみです。
　　　　　　※相談内容によってはご利用できない場合が
　　　　　　　ありますのでご了承ください。

無料法律相談
　日常生活における悩みの中で、
法律的な知識を必要とする諸問
題について弁護士がお受けし、
参考意見の提供を行います。

成年後見制度のお話成年後見制度のお話

ご家族のことで
悩んでいるあなたへ

「成年後見制度」は認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で物事を
判断する能力が不十分な方を保護し、権利を守る支援者（成年後見人等）を選
び、法律的に支援する制度です。

　玉名市社会福祉協議会たまな成年後見センターでは、家族の申し立てを考えている地域住民向けに、
成年後見制度についての講座を開催いたします。
　本年度は阪口心志司法書士・行政書士事務所の阪口心志氏を講師にお招きして講演会を開催します。
制度についてわかりやすくお話をしていただきます。たくさんのご参加をお待ちしています。

日　　時

場　　所

内　　容

募集期間

申込方法

主催

令和３年 9月 11日（土）
10：00～12：00 

玉名市福祉センター ２階 会議室Ｂ
（玉名市岩崎88-4） 

講演
演題：成年後見制度について（仮題） 
講師：阪口心志司法書士・
　　　　　　行政書士事務所
　　　司法書士　阪口　心志 氏

令和３年８月１日から
令和３年９月10日まで 

下記の連絡先に電話でお申込みください。
定員10名 
※定員になり次第、受付を締め切ります。 

社会福祉法人玉名市社会福祉協議会
たまな成年後見センター（権利擁護課）
TEL 0968-71-0080  FAX 0968-72-0846

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては
　中止する場合があります。 


